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定住支援の取り組みについて 

 

 昨年末、国においては、50 年後に１億人程度の人口を確保することを目指した「まち・ひと・しごと

創生長期ビジョン」と、それを基に今後５年間の施策の方向性を提示する「まち・ひと・しごと創生総

合戦略」を策定いたしました。 

 本市においても、平成 27 年度中に花巻市版の人口ビジョン・総合戦略を策定することとしておりま

すが、それに先立ち、国の平成 26 年度補正予算に対応し、平成 26 年度３月補正予算で予算計上いたし

ました定住支援に関連する新規事業について、本年度、下記のとおり取り組んでまいります。 

 

１ 子育て世帯のＵＩＪターンの住宅購入を支援（定住促進事業） 

   県外から花巻市への移住希望者の市内への定住を促進するため、建物等の物件取得時に必要とな

る経費に対し、100 万円を上限とする「花巻市定住促進住宅取得等補助金」を交付します。 

 

  ① 対象者 

    県外から転入し花巻市に住民登録した者で、２年以内に住宅を取得し、当該住宅に住民登録し

た者。かつ、住宅取得日現在で中学生以下の子と同居していること。ただし、交付対象者または

交付対象者の配偶者が妊娠し、母子健康手帳の交付を受けている場合を含む。 

   

 

② 対象経費及び交付額 

    対象経費：ア 住宅を取得する際に要する売買契約手続きの諸経費・融資手数料 

         イ 引っ越しに伴う家財道具の移送・花巻市への移動に要する旅費 

         ウ 固定資産税相当額（1年分）、火災・地震保険料等 

         エ 家財道具、転校に要する経費等 

         オ 花巻市への犬の登録費用等 

    交 付 額：100 万円を限度とし、対象経費相当額 

     ※その他、詳しい条件等は担当までお問い合わせ下さい。 

 

 

＜担当 建設部 都市政策課 ２４－２１１１ 内線５４６＞ 

 

 

２ ＵＩＪターン者の就業を支援（就労支援事業） 

   新規雇用の拡大と定着を推進するため、ＵＩＪターン者を新規に雇用した事業主及びＵＩＪター

ン者に「花巻市ＵＩＪターン者就業奨励金」を交付します。 

 

  ① 対象者及び交付額 

    市内事業所：雇用したＵＩＪターン者１人当たり 50 万円 

    雇用対象者：雇用開始日現在の年齢が 50 歳未満であり、ＵＩＪターンにより市内に雇用され

た者１人当たり 25 万円 

 

  ② 主な対象要件 

    市内事業所：ア 公共職業安定所または県Ｕターンセンターの職業紹介により、ＵＩＪターン

者を雇用すること。 

イ 雇用契約に期間の定めがなく、雇用が６ケ月以上継続し、かつ長期の雇用が

見込まれること。 

    雇用対象者：ア 公共職業安定所または県Ｕターンセンターの職業紹介による就業であり、雇

用契約に期間の定めがなく、雇用が６ケ月以上継続し、かつ長期の就業が見込

まれること。 
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イ 雇用開始日現在の年齢が 50 歳未満であること。（新卒者は対象外です。） 

    ※その他、詳しい条件等は担当にお問い合わせください。 

 

 

＜担当 商工観光部 商工労政課 ２４－２１１１ 内線３８８＞ 

 

 

３ 空き家バンク制度・空き家バンク活用奨励金で定住を支援（移住・定住促進等対策事業） 

   市内の空き家の有効活用を図るため、空き家情報を掘り起こし、移住希望者等に情報発信を行う

とともに、空き家物件のマッチングを行う空き家バンク制度を創設します。 

   また、本市以外に居住していた移住希望者が空き家バンクを活用し、本市に転入する場合、空き

家の提供者に対し、「花巻市空き家バンク活用奨励金」を交付します。 

 

① 空き家バンク制度 

    空き家を「売りたい・貸したい」という空き家所有者から市のバンクに情報登録していただき、

市ホームページを通じて全国に広く情報発信し、市内の空き家を「買いたい・借りたい」という

移住希望者と橋渡しをするものです。 

 

② 空き家バンク活用奨励金 

    移住希望者が、空き家バンク制度を活用し、市内の空き家に市外から転居し居住した場合、空

き家の所有者に対し、空き家バンク活用奨励金（１棟当たり 10 万円）を交付いたします。 

     ※その他、詳しい条件等は担当にお問い合わせください。 

 

 

＜担当 総合政策部 秘書政策課 ２４－２１１１ 内線２１３＞ 

  


